
目標 子どもたちの生きる力を引き出す教育の推進 1 

 2 

 3 

 4 

【施策の方向性】 5 

○ 特別な支援が必要な子どもやその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目のな6 

い支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、労働等との効果的な連携体制を構築し、一人一人の教育的ニー7 

ズに応じた支援体制の整備を推進します。 8 

 9 

○ 全ての子どもたちが適切な教育を受けられるよう、道立特別支援教育センター、教育局及びの道立特別支援10 

学校による幼稚園、小・中学校、高校等への支援を強化し、連続性のある多様な学びの場の充実に努めるとと11 

もに、障がいの状態等に応じた指導や重複障がいのある子ども、医療的ケアが必要な子どもへの指導の充12 

実を図り、新たな時代に対応した専門教育・職業教育を推進するなど、特別支援学校における教育内容の13 

充実に努めます。 14 

 15 

○ 全ての教員は、障がいの特性等に関する理解や指導方法を工夫できる力等が必要であることから、幅広16 

い年齢や発達段階への対応など、一人一人の子どもの実態に応じた指導に関する教員の専門性の向上に17 

努めるとともに、障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等を踏まえてＩＣＴを活用することで、特別18 

な支援を必要とする子どもが、各教科等の学習の効果を高めたり、障がいによる学習上又は生活上の困難19 

を改善・克服することができる教育を実践します。 20 

 21 

【主な取組】 22 

○ 切れ目のない一貫した指導や支援の充実 23 

・ 特別支援学校等との連携による市町村教育委員会に対するきめ細かな就学相談体制等の充実に向け24 

た支援 25 

・ 個別の教育支援計画を活用した教育、家庭、医療、保健、福祉、労働等の関係機関との連携の促進 26 

・ 全ての学校における医療的ケア実施体制の整備の促進 27 

 28 

○ 小・中・高校等における障がいのある子どもの学びの場の充実 29 

・ 共生社会の形成に向けた「交流及び共同学習」のさらなる充実 30 

・ 多様な学びの場における一人一人の障がいの状態等に応じた質の高い教育課程及び指導の充実 31 

・ 特別支援学校の専門性を生かした小・中学校等への支援や実践的な研修による指導力の向上 32 

 33 

○ 特別支援学校における教育の充実 34 

・ 学校間連携による専門性の高い情報の共有やＩＣＴ活用等による、多様化する幼児児童生徒の教育的35 

ニーズに応じた指導の充実 36 

・ 知事部局や関係機関との連携やＩＣＴを活用した在宅就労など多様な働き方を視野に入れたキャリ37 

ア教育、進路指導等の充実 38 

・ 北海道の広域性や時代の変化に対応した特別支援学校の教育環境の体制整備 39 

 40 

 41 

 42 

 特別支援教育の推進 施策項目５ 



 43 

 44 

○ 全ての教員の特別支援教育に関する専門性の向上 45 

・ 全ての教員を対象とした障がいの特性等や特別支援教育に関する研修等による、基礎的な知識に関46 

する理解の促進 47 

・ 特別支援学校教員の幅広い知識・技能の習得等による専門的な知見を活用して指導する能力の育成 48 

・ 学校内外の専門家や関係機関と連携した研修等による教職員の専門性の向上 49 

 50 

○ ICT の活用等による教育の質の向上 51 

・ 子どもたち一人一人の障がいの状態等に応じたＩＣＴを活用した授業の研究・改善の推進 52 

・ 最新技術の活用やオンデマンド教材等の活用による、訪問教育を受ける子どもの学習機会の充実及53 

び効果的な学習の推進 54 

・ 幅広い分野の専門家と連携した研修等による教員のＩＣＴ活用スキルの向上 55 

 ・ 地域と連携した読書に親しむ環境づくりの推進 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

【推進指標】 62 

指      標 現状値 目標値 

「個別の教育支援計画」を作成している割合   

特別支援教育に関する研修を受講した教員の割合   

（聴覚、知的、肢体不自由）特別支援学校高等部職業学科第

３学年において、就職を希望する生徒の割合 
  

特別支援学校教員のうち、これまでに医療的ケアに関する基

本研修を受講した教員の割合 
  

読書活動に関して地域と連携した取組を行っている特別支

援学校の割合 

  

 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
●医療的ケア 68 

学校や自宅などで日常的に継続して行われる、喀痰吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、導尿、インスリン注射などの医行為を指し、病気治療のための入院69 
や通院で行われる医行為は含まない。 70 

●個別の教育支援計画 71 
障がいのある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて、医療、保健、福祉、労働等の関係機関が連携協力を図り、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業ま72 

で一貫した適切な指導と必要な支援を行うために教育機関が中心となって作成する支援計画。 73 

担当課 HP 

主な担当課 HP 

・ ＩＣＴ活用による指導の充実及び教員の情報活用能力の向上 

・ ＩＣＴを活用した学校間や関係機関との連携による情報共有 

・ 児童生徒の自立や社会参加に向けた取組及び職業教育などへのＩＣＴの活用 

 関連する SDGs の目標 

 社会教育課 

資料 ４(４章) 


